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平成２５年３月１１日 

新潟精機株式会社  

代表取締役 五十嵐 利行   殿 

製品安全課長 

 

平成２５年２月１３日付で別添により照会のあった件について、下記の

見解を回答いたします。 

 

照会対象法令（条項）の 

対象となる  ／  対象とならない 

 

本回答は、照会対象法令（条項）を所管する立場から、照会者から提

示された事実のみを前提に、照会対象法令（条項）との関係のみについ

て、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や

罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではないことを付記しま

す。  

なお、本回答の根拠となる照会対象法令（条項）の解釈は、以下のと

おりです。  

 

記 

 

電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号。以下「法」という。）では、

電気用品安全法施行令（昭和３７年政令第３２４号。以下「令」という。）別

表第一の上欄及び別表第二に定める電気用品の製造又は輸入を行う者

に、同法第３条に基づく事業の届出を求めています。 

御社にて輸入を予定されている製品のうち、「(1)ハロゲンランプ電球を

光源とした照明装置」は、令別表第二に定める「その他の白熱電灯器具」

に該当しますので、輸入にあたっては事業の届出が必要です。 

 



 

御社にて輸入販売しようとする製品が令別表第二で規定する電気用

品に該当するか否については、以下の通りです。 

(1)ハロゲンランプ電球を光源とした照明装置 本体 

当該製品は、ハロゲンランプの光源を集光し、その光がフレキシ

ブルケーブル内を通過し、ケーブルの先端にあるレンズから光が出

て対象物を照らすものです。これは、光を集め対象物を照らすという

「投光・投射に用いられる照明器具」であると言えます。また、当該

製品は、ハロゲン物質を封入したガラス球内の細い抵抗線に電流を

流して、その発熱によって生じる光を利用しています。そのため本製

品の光源は「白熱灯」です。 

「投光・投射に用いられる照明器具」のうち、「白熱灯」を光源とし

たものは、令別表第二で規定する電気用品名「その他の白熱電灯

器具」に該当します。したがって、当該製品は、電気用品として規制

の対象となります。 

(2)交換用ハロゲンランプ 単体 

当該製品は、接続器を介して供給される直流電源によって動いて

います。 

令別表第二では、電気用品として扱われる「光源及び光源応用機

械器具」の要件として「交流の電路に使用するものに限る」としてい

ます。 

当該製品は、交流の電路に用いないものであるため、電気用品

に該当しません。 

 

（参考） 

■電気用品安全法（抜粋） 

（事業の届出）  

第三条  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める

電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済

産業大臣に届け出なければならない。（略） 

 

■電気用品安全法施行令（抜粋） 



 

別表第二 

九 光源及び光源応用機械器具であつて、次に掲げるもの（定格電圧が一〇〇

ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツ

のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。） 

（略） 

 （一一） 電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器

具、装飾用電灯器具（口金のない電球又は受金の内径が一五・五ミリメートル

以下のソケットを有するものに限る。）その他の白熱電灯器具及び放電灯器

具（防爆型のものを除く。） 

（略） 

 

■電気用品の範囲等の解釈について（平成 24･03･21 商局第 1 号）（抜粋） 

一 共通事項 

（３）直流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある直流電源装置によっ

て変換された電気をさらに接続器（容易に取り外しのできるものに限る。）を介

すことにより電源として用いるものは、交流の電路に用いないものと解釈し、対

象外として取り扱う。 

（略） 

三 特定電気用品以外の電気用品 

 ８．光源及び光源応用機械器具関係 

（９）「電気スタンド」とは、ハンドランプ、庭園灯器具及び装飾用電灯器具以外の

電灯器具であって、卓上スタンド、フロアスタンド等のように電源に接続した状

態で、他の場所に容易に移動させることができる電灯器具（水槽の内部等に

取り付けられるものを除く。）をいう。ただし、舞台、スタジオ等において投光・

投射に用いられる照明器具は、「その他の白熱電灯器具」、「その他の放電灯

器具」又は「エル・イー・ディー・電灯器具」として取り扱う。 

電子発光体が「電気スタンド」その他に光源として用いられる時は、該当す

る電気用品の電気用品名をもって取り扱うこととする。 

 


